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平成21年３月期第２四半期報告書提出遅延等に関するお知らせ 
 
 

 
当社は、平成21年３月期第２四半期報告書につきまして、金融商品取引法に基づく法定提出期
限である平成20年11月14日までに、関東財務局に提出できない見込みとなりましたので、下記の
とおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．平成21年３月期第２四半期報告書提出遅延について 

当社は、平成20年10月30日に会社更生手続開始の申立てを行ったことにより、決算業務に大

幅な遅れが生じており、会計監査人による金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく財

務計算に関する書類の四半期レビューを受けられない状況にあります。 

 

つきましては、可及的速やかに EDINET にて平成21年３月期第２四半期報告書を提出する予定

ではありますが、提出時期につきましては未定であります。 

 

２．平成21年３月期第２四半期決算短信について 

  当社株式は、平成20年12月１日に上場廃止となることが決定しておりますが、上記理由によ

り同日までに平成21年３月期第２四半期決算短信を開示することが困難な見通しであります。 

 
以  上 

 


